
９．世界自然遺産登録後の取組－保全と利用の両立のための基盤の整備 自然保護課

奄美世界自然遺産保全・活用推進事業
推進体制の構築，連携・交流の促進に向けて必要な取組を実施

公共事業配慮指針（アドバイザー研修） トレイルの利用促進

生物多様性に配慮した
森林管理・公共事業 利用の適正化

利用ルールの周知
・モニタリング
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９．世界自然遺産登録後の取組－保全と利用の両立のための基盤の整備② PR観光課

「奄美・沖縄」観光・交流連携体制構築事業

ツーリズムＥＸＰＯジャパン出展（東京都）
モデルコース・「旅行プラン診断」作成
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９．世界自然遺産登録後の取組－地域住民に対する普及啓発 自然保護課

奄美世界自然遺産保全・活用推進事業
世界自然遺産登録１周年記念シンポジウムの開催

奄美大島，徳之島，沖縄島北部及び西表島が世界自然遺産に登録されて１周年を
迎えたことから奄美大島・徳之島において，「世界自然遺産登録１周年記念シン
ポジウム」を開催した。

奄美大島（令和５年１月22日） 徳之島（令和５年２月22日）
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